
 

 

 

令和２年度 

公園及び公園施設の指定管理者 

第三者評価報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

横浜市公園及び公園施設 

指定管理者選定評価委員会 



第三者評価の実施により運営上の課題を発見、施設の管理運営にフィードバックし、施設

の管理運営を向上させることを目的として、令和２年度公園及び公園施設の指定管理者第三

者評価を実施したので、その結果を報告する。 

 

１ 評価方法 

指定管理期間開始から面接審査実施時までの業務内容について、横浜市職員（環境創造局公

園緑地事務所職員及び公園緑地管理課職員）が指定管理者の提案書等に基づき書類審査を実施

し、横浜市公園及び公園施設指定管理者選定評価委員会（以下、委員会）による現地視察及び

指定管理者への面接審査を行い、書類審査・面接審査の採点を合計し、委員会で評価を決定し

た。 

今回の評価に当たっては、２つの評価項目を設け、その合計点数による評価点数を確定し、

以下の格付を行った。 

なお、指定管理者の管理瑕疵や過失で事件事故や不祥事を起こし、改善が見られない場合 

 や、影響が大きいと判断する場合、標準以下の評価とした。 

 

【参考１ 格付】 

Ｓ 極めて優秀（協定を大きく上回る） 

Ａ 優秀（協定を上回る） 

Ｂ 普通（協定の水準どおり） 

Ｃ 不良（協定の下限を満たしていない） 

 

【参考２ 指定管理者による不祥事の例】 

  人身事故（死亡、重症）、器物損壊（損害額が高額）、情報漏洩（個人情報等）、その他 

 

２ その他 

  評価対象公園の規模や施設内容、管理水準等がそれぞれ異なるため、評価点数は公表をしな

いこととする。 

 

 

 

  



３ 評価対象公園（順不同） 

 公  園  名 指定管理者名 

1 清水ケ丘公園 横浜緑地・協栄パートナーズ 

2 

入船公園 

潮田公園 

東寺尾一丁目ふれあい公園 

サカタのタネグリーンサービス株式会社 

3 
本牧市民公園 

本牧臨海公園 
横浜植木株式会社 

4 本牧山頂公園 横浜植木株式会社 

5 瀬谷本郷公園 横浜植木株式会社 

6 

師岡町梅の丘公園 

南本宿公園分区園 

南本宿第三公園 

横浜植木株式会社 

7 仏向原ふれあい公園 横浜植木株式会社 

8 
大棚杉の森ふれあい公園 

若草台第二公園分区園 
株式会社田澤園 

9 

ハマヤク農園（深谷町ふれあい公園） 

和泉アカシア公園分区園 

泉が丘公園分区園 

株式会社田澤園 

10 馬場花木園 公益財団法人横浜市緑の協会 

11 岸根公園 公益財団法人横浜市緑の協会 

12 長浜公園 
横浜市緑の協会・サカタのタネグリーンサービ

スグループ 

13 小菅ケ谷北公園 奈良・生駒植木共同事業体 

14 中田中央公園 奈良・ニホンターフメンテナンス共同事業体 

15 本郷ふじやま公園弓道場 横浜市弓道協会 

  



指定管理者 ：横浜緑地・協栄パートナーズ 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

清水ケ丘公園 Ｂ 清水ケ丘公園は、横浜国立大学移転跡地を整備した公園で、高速道路

の上に蓋掛けをし、一体的な利用が可能な運動公園である。 

施設運営にあたっては、屋内プールや体育館など、利用者の多い有

料施設を抱える公園であり、救急救命法の講習を受講済のスタッフが

多く、緊急時にも迅速かつ適切な対応が行われるなど、高い安全管理

意識が保たれている。 

季節に応じた植栽を行うことで、年間を通じて花を楽しめる園地管

理を行っている。また、運動広場での自動草刈機の導入など作業の効

率化に向けた取組も行われている。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度の夏期に公園

内で唯一営業できたプールであり、緊急事態宣言後の営業再開にあた

っては、市と緊密に連絡を取り合いつつ、様々な工夫をしながら感染

防止対策を行った。また、利用者からの要望等に対しても丁寧に適切

な対応を行っていた。 

 今後も適切な施設管理を継続するとともに、更なる施設の魅力向上

を期待したい。 

 

  



指定管理者 ：サカタのタネグリーンサービス株式会社 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

入船公園、潮田

公園、東寺尾一

丁目ふれあい

公園 

Ａ 入船公園は、軟式野球場、テニスコート、自由広場、駐車場、災害

用備蓄庫を兼ねた管理詰所などが配置されている地区公園である。 

潮田公園は、軟式野球場、テニスコート、25ｍプール、徒渉池など

が配置されている地区公園である。 

東寺尾一丁目ふれあい公園は、横浜みどりアップ計画における農園

付公園整備事業に基づき整備した街区公園である。 

施設運営にあたっては、スタッフの習熟度に応じたきめ細やかな研

修などにより現場職員の対応力も向上させながら、すべての公園にお

いて、提案書・仕様書・事業計画書に基づく適切な管理運営を行って

いる。特に、毎朝、各公園のスタッフが入船公園に集合して朝礼を行

うことで、全体での情報共有が図られていることや、当日の状況で他

公園の業務応援が可能となっていることは評価できる。 

また、種苗メーカーである強みを最大限に生かした華やかな花壇づ

くりなど特色ある公園管理を実践している。 

さらに、収入増に向けた取組として、早朝テニスや冬季ナイターの

実施など、地域ニーズを捉えた事業は評価できる。 

広報・PR については、横浜三公園通信を近隣に配布するとともに、

入船公園における環境に配慮したヤギによる除草は利用者に人気があ

り、ヤギを園長に見立てるなど演出効果の高い取組となっていること

で、公園の情報発信としても効果的に行われている。 

今後も、引き続き良好な施設運営を期待したい。 

 

  



指定管理者 ：横浜植木株式会社 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

本牧市民公園、

本牧臨海公園 

Ａ 本牧市民公園は、本牧ふ頭関連造成用地の海面埋め立てにより誕生

したテニスコート、運動広場、スケボー広場などが配置されている総

合公園である。 

本牧臨海公園は、本牧市民公園に隣り合う小高い丘にある、風致公

園である。 

施設運営にあたっては、公園の魅力ある広大な芝生の管理にも尽力

していることや、本市が実施した法面等の骨格的な樹木剪定作業後

に、当該エリアの公園修景を整える維持管理を行う等、公園全体をバ

ランスよく管理できていることなど、良好な管理運営がされている。

ナラ枯れ、松枯れの対応については、緊急性の高いものなど優先順位

をつけながら薬剤の樹幹注入を行い、適切な対応がとられていた。 

レストハウスについては、独自にリニューアルするとともに職員を

常駐させて、カフェやインフォメーション、フリーWi-Fi等のサービ

スを開始し、公園利用者に対する利便性の向上に大きく寄与する取組

となっている。 

また、猫に対するエサやりでゴミの片づけ等問題が長年改善されて

いなかったが、独自の看板を設置する等の対応を継続していること

で、徐々に効果が出始めている。 

今後も引き続き、良好な施設運営を期待したい。 

 

  



指定管理者 ：横浜植木株式会社 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

本牧山頂公園 Ａ 本牧山頂公園は、園内中央を走る尾根沿いの約１km ある遊歩道やキャ

ンプができる広場、ドッグランなどが配置されている総合公園である。 

施設運営にあたっては、公園利用者が主に使う園路や芝生広場など最大

限利用者に配慮した形で行っており、草刈りは年間を通じて維持管理水準

を大幅に上回って実施されている。 

樹木の剪定に関し、早期発見・早期対応が行えているなど、良好な管理

運営がされている。また、利用者に居心地の良いスペースを提供するため

に、指定管理者が独自にレストハウスをリニューアルしたことは評価でき

る。 

不適切行為への対応として、職員の出勤ルートの変更により、犬のノー

リードへの監視を強化している点が評価できる。早朝や夜間などの勤務時

間外のノーリード巡視について、市と協力して実施するなど、ノーリード

利用者減の効果が出ている。 

加えて、コロナ禍を踏まえて、公園の管理運営の在り方を見直し、園内

美化の強化や小規模イベントの開催、近隣周辺への広報強化など、近隣か

らの利用に重点を置いた視点から取組を進めた点は評価できる。 

今後も引き続き、良好な施設運営を期待したい。 

 

  



指定管理者 ：横浜植木株式会社 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

瀬谷本郷公園 Ｂ 瀬谷本郷公園は、遊水池機能を有しており、芝生広場や硬式野球に対応

した野球場、テニスコートなどが配置されている地区公園である。また、

令和２年４月からは、草地広場、遊具等が設置され園地が拡張されている。 

施設運営にあたっては、経験豊富なベテラン職員を配置し、ほぼすべて

の維持管理業務を直営で行っている。 

既存エリアについては、広場の修繕工事に伴い整備された植栽帯にチュ

ーリップやユリ、パンジーなどの花を季節ごとに植え、１年中花を絶やさ

ないようにして、来園者の目を楽しませている。 

維持管理については、野球場のグラウンドは、勾配を考えた整備や、雨

が降った時にスポンジでの水の吸い取りなどにより、水はけの良いグラウ

ンドとなっており、雨が止んだ後にすぐ使用できるグラウンドとして、利

用者に好評を得ているとともに、緊急事態宣言時の施設閉鎖期間中には守

備位置の芝の補修を行って、令和２年度は１年を通して高い水準で芝の状

態が維持されている。また、拡張エリアの園路脇植栽帯の石拾いを社員総

出で行うなど社内の協力体制ができている。 

今後も適切な施設管理を継続するとともに、更なる施設の魅力向上を期

待したい。 

 

  



指定管理者 ：横浜植木株式会社 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

師岡町梅の丘

公園、南本宿

公園分区園、

南本宿第三公

園 

Ｂ 師岡町梅の丘公園及び南本宿第三公園は、市民の農体験の機会を増やす

ことや農地の保全を目的とした分区園をもつ公園である。 

南本宿公園分区園は、緑豊かな丘の斜面にある公園内にある分区園（指

定管理区域は分区園のみ）である。 

南本宿第三公園では、日々の運営における安全対策については、作物の

盗難やイタズラ防止のため、利用者の手作り看板の設置や物を放置しない

よう「魅せる分区園づくり」を利用者に呼びかけ、美観を意識した環境を

作り、防犯に努めている。 

一方で、苦情対応など、市への相談・報告に遅延がみられたため、利用

者や近隣住民から要望等を受けた場合、市への報告も含め、速やかに対応

することを徹底してほしい。 

南本宿公園分区園では、長年取り組んできた、区画外耕作問題を解決し

た点が評価できる。 

師岡町梅の丘公園では、近隣の農家の方を耕作サポーターとして委託

し、良好な協力関係を構築したことにより、技術支援、施設管理の質の向

上のほか、住民交流の促進など地域社会への貢献のような効果が得られて

いる。また、「幻燈会」「ミュージックフェスティバル」「芋煮会+焼芋大会」

など地域に根差した協働事業を幅広く行っている。 

今後も適切な施設管理を継続するとともに、更なる施設の魅力向上を期

待したい。 

 

  



指定管理者 ：横浜植木株式会社 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

仏向原ふれあ

い公園 

Ｂ 仏向原ふれあい公園は、市民の農体験の機会を増やすことや農地の保全

を目的とした分区園をもち、平成 31 年４月に新規開園した街区公園であ

る。 

施設運営にあたっては、開園当初から提案時より多い人員を配置し、地

域との交流を推進することで、良好な関係づくりに努めている。 

新設公園の課題である知名度不足解決のため、ポスティングチラシの配

布や、空き区画への防草シートの設置、区画内の石の回収ボックスの設置

など、管理を工夫したことで、利用率を向上させている。 

夜間騒音等の不適切行為に対しては、地域との情報共有や警察への巡回

対応依頼など丁寧に対応している。引き続き、不適切行為の防止対策に努

めてもらいたい。 

また、協働農園を活用し、畑をつくるところから地域参加型の運営を行

うなど、地域のことを第一に考えた運営が行われている。 

さらに、市民協働の取組として、地域ケアプラザと連携し、子育て支援

団体と公園で遊ぶイベントなどの取組は評価できる。 

今後も適切な施設管理を継続するとともに、更なる施設の魅力向上を期

待したい。 

 

  



指定管理者 ：株式会社田澤園 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

大棚杉の森ふ

れあい公園、

若草台第二公

園分区園 

Ｂ 大棚杉の森ふれあい公園は、市民の農体験の機会を増やすことや農地の

保全を目的とした分区園をもつ街区公園である。また、若草台第二公園分

区園は、市内で最初に整備された分区園（指定管理区域は分区園のみ）で

ある。 

大棚杉の森ふれあい公園では、斜面地にある高木林については、萌芽更

新等の技術を用いながら、修景にも配慮した良好な管理が行われている。 

若草台第二公園分区園においては、土木事務所管理エリアとの境界部分

のツツジの剪定作業について、協議をしながら利用者の動線への配慮と施

設管理機能が両立するような取組が見られた。 

また、協働農園の利用者との話し合いや共同作業を行って、良好な関係

を構築し、利用促進につなげている。 

維持管理にあたっては、顔の見える管理をめざし、両公園において水準

書以上の頻度の巡視・作業を行っており、公園の安全管理の向上や、利用

者との良好な関係の構築にも努めている。 

また、ご意見箱を設置することで利用者ニーズの把握等にも努めてお

り、利用者の便宜のために、簡易水道を敷設するなど課題の改善を図り、

利用者の評価を得ている。 

今後も適切な施設管理を継続するとともに、更なる施設の魅力向上を期

待したい。 

 

  



指定管理者 ：株式会社田澤園 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

ハマヤク農園

（深谷町ふれ

あい公園）、

和泉アカシア

公園分区園、

泉が丘公園分

区園 

Ｂ ハマヤク農園（深谷町ふれあい公園）は、市民の農体験の機会を増や

すことや農地の保全を目的とした分区園をもつ街区公園である。 

和泉アカシア公園分区園及び泉が丘公園分区園は、分区園のみが指

定管理区域となっており、分区園外は泉土木事務所が管理する公園で

ある。 

和泉アカシア公園分区園においては、空き区画の無断利用者に対す

る、園地フェンスへの警告文の掲示や十分な警告期間を定めたうえで

の占用物の撤去など、不適切行為に対応している。ハマヤク農園（深谷

町ふれあい公園）は、バスターミナルに隣接していることから、多くの

方が利用するトイレをきれいに気持ちよく使ってもらえるように巡視

や清掃の回数を増やすなど配慮がなされている。 

営農経験のある職員が公園巡回時に利用者からの栽培相談や利用者

アンケートの質問要望に応えることによって、利用者とコミュニケー

ションを図っている。また、寄せられた要望等については全公園に反

映するなど、利用者ニーズを捉えた取組を行っている。 

横浜みどりアップ計画の実践的取組として、園路脇の花壇にひまわ

りや菜の花、チューリップを植えて、公園利用者の目を楽しませてい

る。また、ハマヤク農園（深谷町ふれあい公園）で、ボランティアの老

人会と連携してラベンダーの刈り込みを行うなど、市民協働にも取り

組んでいる。 

今後も適切な施設管理を継続するとともに、更なる施設の魅力向上

を期待したい。 

 

  



指定管理者 ：公益財団法人横浜市緑の協会 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

馬場花木園 Ａ 馬場花木園は、豊かな緑に囲まれた､市内では珍しい和風の庭園を有す

る風致公園である。また、令和元年11月には、古民家（旧藤本家住宅主

屋及び東屋）を含むエリアが開園している。 

施設運営にあたっては、多種多様な植物がある園の特性を十分に生かし

た樹木管理、樹木医の指導に基づく健全な樹木育成、花木園という特性を

考慮し、美観に配慮した剪定、山野草の補植や除草などの手間のかかる部

分を人力で行うなど、環境に配慮しつつ細やかで良好な維持管理を行って

いる。 

また、古民家エリアについては、古民家の管理運営の手法を習得するた

めに、指定管理団体が扱う他の類似施設や市外の施設における研修や情報

収集などを通じて、開園当初から高水準の管理運営を行うとともに、文化

財保護デーには消防訓練も行っている。 

古民家での菊飾りでは、実施に際しての課題に粘り強く取り組み、他団

体との連携により高水準の展示を実現するなど、積極的な取組により、良

好な管理運営がされている。 

さらに、花木園の本分ともいえる四季の花木・山野草の情報を様々な媒

体を使って広報している。中でも園内ガイド用配布物は水準が高く、その

季節の見ごろの花木等の情報がわかるだけでなく、園内の樹木等を詳細に

把握し、維持管理していることが見て取れる。 

古民家エリアの開園やコロナ禍の影響もあり、来園者も大きく増加して

おり、今後も、引き続き良好な施設運営を期待したい。 

 

  



指定管理者 ：公益財団法人横浜市緑の協会 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

岸根公園 Ａ 岸根公園は、軟式野球場、芝生広場、運動広場などが配置されている運

動公園である。また、広域避難場所として、災害対策用備蓄庫が設けられ

ている。 

施設運営にあたっては、樹木の枝抜き剪定、篠原池の時期や箇所を工夫

した草刈り等、防犯、景観、生態系等に配慮した植物管理を実施している。 

また、樹木医による専門的視点を加えてシンボルツリーの健全な育成を

確保している。 

さらに、各施設の清掃・維持管理を計画的にきめ細かく行っており、特

に、起伏のある複雑な園地の円滑な排水施設の点検や清掃を行い梅雨など

にもいち早く園地を開放することができた。 

台風被害対応では、２次災害の発生防止のため早めに剪定作業をすすめ

ることなどに努めた。 

不適切行為である、園内の自転車走行問題については、利用者の理解と

協力を得るべく地道な取組を粘り強く続けており、徐々に効果が現れ出し

ているなど、良好な管理運営がされている。 

コロナ禍に伴う公園利用者の急増による、各種の苦情・要望について掲

示場所や内容を改めるなど利用者目線に立ち迅速に的確に処理していた。   

また、公園の運営の継続と感染拡大の防止という、課題の両立に積極的

に取り組んだ。特に、大規模遊具の閉鎖時には、周知も含め積極的に行い、

迅速に対応していた。 

開園 50 周年に向けたイベントや、市民が参加できるパーククリーンデ

ーなどの自主事業についても積極的に行われており、地域の交流や園の魅

力アップに寄与している。 

今後も、引き続き良好な施設運営を期待したい。 

 

  



指定管理者 ：横浜市緑の協会・サカタのタネグリーンサービスグループ 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

長浜公園 Ｂ 長浜公園は、高速横浜横須賀道路を挟んで北側と南側の２つに分かれ、

北側には運動施設や噴水を中心とした中央広場など、南側は野鳥観察園と

なっている運動公園である。 

施設運営にあたっては、多目的運動広場の芝生維持に関する専門的な知

識を生かし、予防的な措置や環境に配慮した病害虫防除などの措置が行わ

れている。また、ミスト装置や汽水池など、多様な施設を持った公園とし

て、それぞれの特性に合わせた管理が行われている。 

安全対策については、以前、当該公園で発生した飛び石事故や他公園で

発生した自動車事故を教訓に有効な再発防止対策が行われている。また、

近隣のプレイロットでのカッター刃散乱事件発生時には、強力な磁石によ

る検査を行うなど、速やかな対応が行われている。 

知名度は低いものの、地域密着型の公園と捉え、地域に重点をおいた広

報や、ガーデンネックレス横浜で使用されたバラを活用したローズガーデ

ン、横浜花き展覧会のシクラメンを活用した展示など、本市の事業をうま

く活用しながら公園の魅力を高める取組が行われている。 

また、全国トンボサミット横浜大会代表と協力した事業など、全市的な

市民協働の取組も行われている。 

今後も適切な施設管理を継続するとともに、更なる施設の魅力向上を期

待したい。 

 

  



指定管理者 ：奈良・生駒植木共同事業体 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

小菅ケ谷北

公園 

Ａ 小菅ケ谷北公園は、自然環境が豊かな緑があり、自然観察ゾーン（湿地

等）、散策の森ゾーン（雑木林等）、利用拠点ゾーンからなる風致公園であ

る。 

里山の保全管理のため、指定管理者独自に日常点検、月１回の樹木医等

による調査、専門家による調査という３段階の生物モニタリングを行って

おり、適切な生物情報を得られていることは高く評価できる。 

また、モニタリング報告時に専門家からの評価とアドバイスを受けて、

迅速で適切な作業を実施したことで、良好な里山景観が形成されており、

自然観察ゾーンでは、多くのヤマユリが観察でき、ホタルの生息数も年々

増加し、多種多様な動植物が確認できるようになってきていて、生態展示

としての魅力向上の取組が良好に行われている。 

また、保全管理計画の目標として、園内での資源循環を目指しており、

管理作業や運営において資源のリサイクル循環に取り組んでいる。 

利用者対応としては、利用者からの要望に応えた自然観察ゾーンへの案

内サインの設置や、身体障害者が来園された際に職員が１名付き添い植物

の解説を行う等、丁寧に対応することで利用者の定期的な来園に繋がって

いる。 

自主事業として、園内作業で発生した伐採材を活用した「しいたけ栽培」

竹林管理としての「たけのこ掘り」県内でも珍しい「茶摘み体験」など市

民参加型の里山循環のイベントが行われており、みどりアップ計画の取組

の一つでもある「農を感じる場」の創出につながっており、小菅ケ谷北公

園の特徴でもある豊かな生態系の魅力発信にもつながっている。 

今後も、引き続き良好な施設運営を期待したい。 

 

  



指定管理者 ：奈良・ニホンターフメンテナンス共同事業体 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

中田中央公園 Ｂ 中田中央公園は、野球場やレストハウスのほかに雑木林や小川のあ

る地区公園である。 

維持管理にあたっては、野球場の芝を頻繁に刈込することにより、

密度が濃く、病気に強い芝を維持できている。芝生にはきれいなカッ

トラインができ、野球の予約が入っていない時には、地元の園児等に

無料開放され、芝生を楽しんでもらうなど、野球場の利用促進の取組

は評価できる。 

利用者対応については、園内に車いすや筆談器等も常備しており、

障害をもった方が来園された時には、職員が一人ついて公園内を案内

するなどの配慮を行っている。 

また、年に１度接遇研修を行い、接客上の基本マナーやスキルを職

員が学び、日々の業務に活用している。 

さらに、樹林地の園路脇にＱＲコードを設置し、草花の詳しい情報

を見られるようにするなど、情報発信を積極的に行っている。 

一方で、指定管理者によるイベント参加者の名簿の園内への置き忘

れという事故が発生しており、個人情報の保護について問題があった。

被害者への対応や再発防止策等は概ね適切に行われているものの、引

き続き、再発防止の徹底に努めてもらいたい。 

今後も適切な施設管理を継続するとともに、更なる施設の魅力向上

を期待したい。 

 

  



指定管理者 ：横浜市弓道協会 

指定管理期間：平成 31年４月～令和５年３月 

対象公園 評価 評価内容 

本郷ふじやま

公園弓道場 

Ａ 本郷ふじやま公園弓道場は、平成 12年に完成した近的用の弓道場で

ある。 

管理運営スタッフ５名全員が弓道の有段者であり、利用者ニーズを

十分把握したうえで、スタッフ直営で射場の整備、的の張替や来館者

への専門的な解説も行うとともに、電気工事士などの建物管理系の国

家資格を保有しているスタッフもおり、専門知識や技術、ノウハウを

生かし確実な施設運営ができている。 

安全管理対策として、的のあるエリアに利用者が入ると危険を知ら

せるブザーが自動で鳴ると同時に赤旗が他の利用者に見える位置に現

れ、注意喚起をしてくれる装置を独自に設置し、利用者の安全確保に

大きく貢献している。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大を受け休館した期間を有効に

使い、管理運営スタッフが壁紙の剥がれ部分の補修や、扉や外壁の塗

装などを行い、施設の長寿命化に大きく貢献するとともに、予算が限

られているなか、外注を極力抑え、管理運営スタッフ自ら、剪定等を実

施することで経費削減がなされている。 

低木刈込、モミジ剪定や施設内に盆栽を設置するなどよく管理され

ており施設の美観に寄与している。 

今後も、引き続き良好な施設運営を期待したい。 
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